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第１章    計画策定の趣旨について 

 

 

１ 計画策定の趣旨・背景 

近年、障害のある人の高齢化や障害の重度化が進む中で、障害福祉サービスのニー

ズはますます複雑化・多様化しており、全ての障害のある人が、地域で安心して生活

できるまちづくりが求められています。また、「障害者基本法」の理念にのっとり、

障害の有無によって分け隔てられることなく社会参画と意思決定を行い、障害のある

人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながらともに支え合う共生社会の実現が

求められています。 

国においては、平成28年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

が施行され、社会的障壁の除去と合理的配慮の提供を明記したほか、同時に施行され

た「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」においても、雇用の

分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する旨が規定されるなど、平成26

年１月に批准した「障害者の権利に関する条約」の着実な実現に向け各種法整備が進

められてきました。 

その後も、障害者に係る法律・制度の改正が進められる中で、令和５年には「第５

次障害者基本計画」が策定され、共生社会の実現に向け、障害の有無に関わらず、全

ての国民は等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重し、障害をも

つ人が自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加し、自らの能力を最大限発揮

し自己実現できるよう支援するとともに、社会への参加を制約している社会的な障壁

の除去することを基本理念とした取組が進められています。 

福生市（以下「本市」）では、「障害者計画」や「障害福祉計画」の策定を通じて、障

害福祉の推進を図り、令和３年度に「福生市障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期

障害児福祉計画」を策定し、各種の施策に取り組んでまいりました。障害福祉計画・

障害児福祉計画の計画期間が令和５年度をもって終了することから、計画の理念であ

る「安心・健やかに暮らせる 人にやさしい ノーマライゼーション社会の実現」を念頭

に、次期計画である「福生市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」

を策定し、本市における障害者福祉施策を総合的・計画的に推進していきます。  
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２ 国の障害者施策の流れ 

（１）障害者計画にかかる動向  

障害者施策は、昭和45（1970）年に「心身障害者対策基本法」によって、基本的な

法律が成立しました。その後、「国際障害者年」（昭和56（1981）年）等の国際的な動

きを経て、昭和57（1982）年に国内では障害者施策に関して初めての本格的な長期計

画である「障害者対策に関する長期計画」を策定、平成5（1993）年にはその後継計画

として「障害者対策に関する新長期計画」が策定されるなど、障害者施策の推進が図

られてきました。 

そうした中で、「心身障害者対策基本法」は平成5（1993）年に「障害者基本法」とし

て、障害者の自立と社会参加の促進、精神障害者を障害者の範囲に加えるなど大きく

改正され、平成15（2003）年度には「障害者基本法」に基づき「障害者基本計画」が策

定されました。「障害者基本計画」は、平成24（2012）年度までの10年間を計画期間

として、障害の有無に関わらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し合う「共生社会」

とすることが掲げられ、障害のある方々が活動し、社会に参加する力の向上を図ると

ともに、福祉サービスの整備やバリアフリー化の推進など、自立に向けた地域基盤の

整備に取り組んできました。「障害者基本法」は平成16（2004）年に改正され、各自

治体における『障害者計画』の策定義務化等が規定されました。 

平成15（2003）年から、身体障害、知的障害児・者の福祉制度は、市町村がサービ

ス内容を決定する従来の「措置制度」に変わって、「支援費制度」が導入され、利用者

自らがサービスを選択できるようになりました。平成17（2005）年10月には、安定し

た財源確保のもと、公平で利用者本位に立った支援制度を確立し、障害者の地域生活

と就労を進め、自立を支援するための法律として、「障害者自立支援法」が成立しま

した。これにより、『障害福祉計画』の策定も各自治体に義務づけられました。 

平成23（2011）年には、「障害者基本法」が防災・防犯、消費者としての障害者の保

護を加えるなど一部修正される中、「障害者自立支援法」が廃止され、難病等を障害

者の定義に加えること、ケアホームのグループホームヘの一元化、重度訪問介護と地

域移行支援の利用対象の拡大、「障害支援区分」への見直しなどを主な内容とした「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

が平成24（2012）年に新たに制定されました。 

また、平成30（2018）年には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（改正障害者総合支援法）」が施

行され、自立生活援助や就労定着支援、共生型サービスの創設等とともに、近年増加

している医療的ケア児への支援体制の整備等、障害児支援のニーズの多様化へきめ細

かな対応を図るため、『障害児福祉計画』の策定が各自治体に義務づけられました。  
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（２）近年の障害者に関するその他の法整備  

障害者の人権や権利に関しては、虐待を受けた障害者の保護や、養護者に対する支

援の措置等を定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律（障害者虐待防止法）」が平成24（2012）年に施行されました。また、差別の解消

を推進し、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する

ため「障害を理由とする差別の解消に関する法律（障害者差別解消法）」が平成25

（2013）年に制定されるなど、関係する国内法の整備が進み、我が国では、平成26

（2014）年に障害者の人権や基本的自由の享有を確保する障害者に関する国際条約で

ある「障害者権利条約」を批准しました。その後、平成28（2016）年4月には、障害者

差別解消法が施行され、差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止（民間事

業者は努力義務）等が盛り込まれました。 

障害者の雇用・就労に関しては、平成25（2013）年に、障害者就労施設等が供給す

る物品等に対する需要の増進を図るための「国等による障害者就労施設等からの物品

等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」が施行されました。また、

同年、雇用分野の障害者差別を禁止するための措置等を定める「障害者の雇用の促進

等に関する法律の一部を改正する法律（障害者雇用促進法）」が改正されました。 

障害の特性に応じた様々な法整備も進んでおり、平成27（2015）年に「難病の患者

に対する医療等に関する法律」が施行され、難病に関する医療や施策の基本的指針が

定められました。また、平成28（2016）年には「発達障害者支援法の一部を改正する

法律（改正発達障害者支援法）」が成立し、発達障害の疑いがある場合の支援や、乳

幼児期から高齢期まで切れ目のない支援等、発達障害者の支援の一層の充実を図るた

め、法律の全般にわたって改正が行われました。 

平成30（2018）年に2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の

開催を契機とした共生社会等の実現を図るため「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律の一部を改正する法律（改正バリアフリー法）」が施行されまし

た。また、障害のある人が、文化芸術を鑑賞・参加・創造できるための環境整備や、そ

のための支援を促進することを目的とした「障害者による文化芸術活動の推進に関す

る法律」が施行されました。 

そして、令和３（2021）年５月には、「障害者差別解消法」の施行後３年の見直し

の検討が行われ、「合理的配慮の不提供の禁止」において、民間事業者の努力義務が

法的義務になることなどを定める「改正障害者差別解消法」が施行されました。 

令和４（2022）年12月には、障害者総合支援法の改正案が可決され、障害や難病を

もつ方の地域生活や就労の支援を強化として、障害者の多様な就労ニーズに応じた支

援として「就労選択支援」が追加されました。  
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３ 計画の位置付け 

（１）計画の性格  

「福生市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」（以下「本計画」）

は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」の３計画を一体的に策定し

たものです。「障害者計画」は本市の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するため

の基本計画であり、市民、関係機関・団体・事業者、市が活動を行う際の指針となるも

のです。 

「障害福祉計画・障害児福祉計画」は、障害者福祉施策を円滑に実施するために、障

害者（児）福祉の方向性をふまえたサービス量等の目標設定を行い、その確保をする

ための方策を定める計画となります。 

 

（２）根拠法令  

障害者基本法による「障害者計画」は、障害福祉施策等の基本理念や基本的事項を

規定したものであるのに対し、障害者総合支援法による「障害福祉計画」と児童福祉

法による「障害児福祉計画」は、生活支援にかかわる各種福祉サービスの障害種別共通

の給付等の事項を規定したものです。 

 

 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 

内容 
障害者施策の基本方針につ
いて定める計画 

障害福祉サービス、相談支
援、地域生活支援事業の提
供体制の確保に関する計画 

障害児通所支援及び障害児
相談支援の提供体制の確保
に関する計画 

根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 

国 
（第５次）障害者基本計画 
（令和５（2023）年度 
～令和９（2027）年度） 

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針 
（都道府県・市町村が参酌すべき基準を示す） 

都 東京都障害者・障害児施策推進計画 

福生市 福生市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 
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（３）関連計画  

本計画は、市の最上位計画である「福生市総合計画」の障害者福祉部門計画として

位置付けられます。本計画では、本市が策定した各種関連計画との整合・連携を図る

とともに、国及び都が策定した上位計画・関連計画も踏まえつつ、本市における障害

者施策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【 東京都 】 

 

整合・連携 

福生市地域福祉計画 

福生市総合計画 

【 国 】 

・障害者基本計画 

・障害福祉計画及び障害児

福祉計画に係る基本指針 
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（４）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進  

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年

（平成27年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ」にて記載された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

ＳＤＧｓは17の目標と169のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」こと

を基本理念として掲げています。ＳＤＧｓの17の目標は、全世界に共通した普遍的な

課題であり、「誰一人取り残さない」という理念は、障害をもつ人々を含めた本市に

住む全ての人々が、相互に尊重し支え合う「共生社会」を目指すという本プランの方

針にも当てはまるものです。 

そのため、障害福祉施策を推進するに当たっては、ＳＤＧｓを意識して取り組むこ

とで、社会における様々な主体と連携しながら、障害のある人々の人格と個性が尊

重され、その最善の利益が実現される社会を目指します。 
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４ 計画の期間 

今回策定する「福生市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」は、

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画の期間とします。 

 

区分 

令和 

３年度 

(2021) 

令和 

４年度 

(2022) 

令和 

５年度 

(2023) 

令和 

６年度 

(2024) 

令和 

７年度 

(2025) 

令和 

８年度 

(2026) 

令和 

９年度 

(2027) 

令和 

10年度 

(2028) 

令和 

11年度 

(2029) 

障
害
者 

計
画 

 
  

 
  

 
  

障
害 

福
祉
計
画 

 
  

 
  

 
  

障
害
児 

福
祉
計
画 

      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２期 第３期 次期計画 

第６期 第７期 次期計画 

次期計画 障害者計画 障害者計画 
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５ 計画の対象 

本計画は、障害者（児）施策全般についての計画であり、保健・医療、教育、子育

て、就労、文化、スポーツ、防災、まちづくりなど、複数の領域に関係しています。

また、障害のある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会の実現をめざすためには、

全ての市民の理解と協力が必要であることから、計画対象は全市民としています。 

なお、本計画における「障害者」とは、手帳の有無に関わらず以下を指します。 

・身体に障害のある者【18歳以上】 

・知的障害のある者【18歳以上】 

・精神に障害のある者【18歳以上】 

（発達障害のある者、高次脳機能障害のある者を含み、知的障害のある者を除く） 

・難病等のある者【18歳以上】 

 

また、「障害児」とは」、手帳の有無に関わらず以下を指します。 

・身体に障害のある児童【18歳未満】 

・知的障害のある児童【18歳未満】 

・精神に障害のある児童【18歳未満】 

（発達障害のある児童、高次脳機能障害のある児童を含み、知的障害のある児童を除

く） 

・難病等のある児童【18歳未満】 
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６ 計画の策定体制 

（１）計画策定の体制  

障害福祉に関する団体・障害福祉サービス事業者・関係機関の代表者、及び学識経験

者等で組織する「福生市地域福祉推進委員会」を開催し、計画策定に関して有益な意

見を採り入れながら、計画を策定しました。 

 

（２）計画策定への市民参加  

本計画の策定にあたって、障害者等のニーズや生活状況等を把握するため、障害者

手帳所持者及びそのご家族、関係団体へのアンケート調査、パブリックコメントを実

施しました。 
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第２章    障害のある人をめぐる現状と課題 

 

 

１ 手帳登録者数等 

（１）障害者数の推移  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【障害者数の推移】 

（単位：人） 

  
平成 29年

度 
平成 30年

度 
令和元 
年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

総人口 58,448 57,975 57,378 56,786  56,193  56,055  

身体障害者
手帳所持者
数 

1,595 1,579 1,553 1,634  1,594  1,595  

愛の手帳所
持者数 

423 434 454 449  475  485  

精神障害者
保険福祉手
帳所持者数 

435 510 532 541  605  669  

※各年度末現在 
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（２）身体障害者  

 

【登録者数】 

（単位：人） 

等級 

障害名 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

肢体不自由 132 146 126 204 71 31 713 

視覚障害 32 46 7 10 21 8 124 

聴覚障害 － 51 10 35 － 56 152 

音声・言語障害 － － 29 19 － － 48 

呼吸器障害 7 － 14 6 － － 27 

心臓障害 176 － 31 53 － － 260 

じん蔵障害 151 － 1 － － － 152 

膀胱・直腸障害 － － 8 89 － － 97 

小腸機能障害 1 － － － － － 1 

免疫障害 3 8 2 4 － － 17 

肝臓障害 4 － － － － － 4 

令和４年度合計 506 251 228 420 92 98 1,595 

令和３年度 493 249 237 419 97 99 1,594 

                                     

【所持者数】 

（単位：人） 

年齢 ０～６歳 ７～17歳 18～64歳 65 歳以上 合計 

所持者数 6 24 466 994 1,490 

※令和４年度末現在 
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（３）知的障害者  

 

【登録者数】 

（単位：人） 

程度 
１度 

(最重度) 
２度 
(重度) 

３度 
(中度) 

４度 
(軽度) 

合計 

登録者数 12 101 102 270 485 

令和３年度 12 99 98 266 475 

※令和４年度末現在 

 

【所持者数】 

（単位：人） 

年齢 ０～６歳 ７～17歳 18～64歳 65 歳以上 合計 

所持者数 16 98 346 25 485 

※令和４年度末現在 

 

 

（４）精神障害者  

 

【登録者数】 

（単位：人） 

等級 １級 ２級 ３級 合計 

登録者数 45 370 254 669 

令和３年度 42 345 218 605 

※令和４年度末現在 

 

【所持者数】 

（単位：人） 

年齢 ０～６歳 ７～17歳 18～64歳 65 歳以上 合計 

所持者数 1 16 577 75 669 

※令和４年度末現在 
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（５）難病患者  

 

【難病患者数】 

（単位：人） 

疾病名 受給者数  疾病名 受給者数 

筋萎縮性側索硬化症 1  特発性後天性全身性無汗症 1 

進行性核上性麻痺 7  サルコイドーシス 10 

パーキンソン病 46  特発性間質性肺炎 4 

大脳皮質基底核変性症 2  肺動脈性肺高血圧症 1 

重症筋無力症 10  慢性血栓塞栓性肺高血圧症 2 

多発性硬化症/視神経脊髄炎 9  リンパ脈管筋腫症 2 

多系統萎縮症 5  網膜色素変性症 15 

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症

除く。) 
12  特発性門脈圧亢進症 1 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／

多巣性運動ニューロパチー 
3  原発性胆汁性胆管炎 10 

もやもや病 4  原発性硬化性胆管炎 3 

類天疱瘡（後天性表皮水疱症を

含む。） 
2  自己免疫性肝炎 11 

ライソゾーム病 3  クローン病 29 

天疱瘡 3  潰瘍性大腸炎 66 

表皮水疱症 1  多発血管炎症肉芽腫症 1 

結節性多発動脈炎 3  若年性特発性関節炎 1 

顕微鏡的多発血管炎 3  限局性皮質異形成 1 

好酸球性多発血管炎肉芽腫症 4  高安動脈炎 1 

悪性関節リウマチ 4  肥大型心筋症 1 

全身性エリテマトーデス 26  原発性免疫不全症候群 2 

皮膚筋炎/多発性筋炎 17  筋ジストロフィー 1 

全身性強皮症 13  一次性ネフローゼ症候群 9 

混合性結合組織病 3  一次性膜性増殖性糸球体腎炎 1 

シェーグレン症候群 9  間質性膀胱炎(ハンナ型) 1 

ベーチェット病 7  フェニルケトン尿症 1 

特発性拡張型心筋症 6  強直性脊柱炎 4 

再生不良性貧血 1  後天性赤芽球癆 1 

特発性血小板減少性紫斑病 8  ＩｇＧ４関連疾患 6 

ＩｇＡ腎症 4  好酸球性副鼻腔炎 8 

多発性囊胞腎 9  原発性骨髄繊維症 1 

黄色靭帯骨化症 6  先天性血液凝固因子欠乏症等 2 

後縦靭帯骨化症 20  下垂体性ＴＳＨ分泌亢進症 1 

広範脊柱管狭窄症 2  下垂体性成長ホルモン分泌亢進

症 
3 

特発性大腿骨頭壊死症 17  下垂体前葉機能低下症 10 

下垂体性ＡＤＨ分泌異常症 1  人工透析を必要とする腎不全 119 
 合計 601 
 平成３年度 合計 500 

※令和４年度末現在 
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（６）児童・生徒の状況  

 

【市立小学校の特別支援学級・特別支援教室・通級指導学級の児童数】 

（単位：人） 

特別支援学級 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

 福生第一小学校 

 (ひまわり学級) 
4 5 5 3 6 3 26 

 福生第二小学校 

 (くまがわ学級) 
4 2 1 1 5 3 16 

 福生第六小学校 

 (かめのこ学級) 
5 1 5 2 5 6 24 

    計 13 8 11 6 16 12 66 

特別支援教室 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

 福生第一小学校 5 3 5 2 5 5 25 

 福生第二小学校 4 5 5 1 1 6 22 

 福生第三小学校 5 1 10 3 9 5 33 

 福生第四小学校 0 1 9 4 9 5 28 

 福生第五小学校 5 7 6 1 3 2 24 

 福生第六小学校 3 1 7 6 2 7 26 

 福生第七小学校 0 1 6 5 0 2 14 

計 22 19 48 22 29 32 172 

通級指導学級 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

 福生第七小学校 

 (ことばの教室) 
5 8 8 3 5 6 35 

合計 40 35 67 31 50 50 273 

※令和４年度末現在 
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【市立中学校の特別支援学級・特別支援教室の生徒数】 

（単位：人） 

特別支援学級 １年 ２年 ３年 合計 

 福生第一中学校 

 (８組) 
12 9 12 33 

 福生第一中学校 

 (９組) 
5 3 1 9 

    計 17 12 13 42 

特別支援教室 １年 ２年 ３年 合計 

 福生第一中学校 

 (福一教室) 
4 2 6 12 

 福生第二中学校 

 (福二教室) 
8 8 8 24 

 福生第三中学校 

 (福三教室) 
6 4 5 15 

計 18 14 19 51 

合計 35 26 32 93 

※令和４年度末現在 

【近隣自治体の特別支援学校等に在籍する児童・生徒数】 

（単位：人） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

小学生 5 1 2 9 4 4 25 

中学生 8 7 2    17 

高校生 10 13 9    32 

合計 23 21 13    74 

※令和４年度末現在 

 

 

（７）就学前の子どもの状況  

 

【受入れ人数】 

（単位：人） 

 人数 

保育所 44 

認定こども園 3 

幼稚園 16 

合計 63 

※令和４年度末現在 
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２ 障害福祉サービスの利用状況 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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３ 障害者生活実態調査結果 

（１）調査の概要  

①調査の目的 

令和５年度に予定している「福生市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉

計画」を策定するにあたり、基礎資料として活用するため、実態調査を実施しました。 

 

②調査対象 

対象者（在宅で生活し次に該当する市民の方） 対象者数 

障害者 身体障害者手帳所持者 1,439 

愛の手帳所持者 304 

精神障害者保健福祉手帳所持者 572 

特殊疾病患者福祉手当受給者 429 

障害児 身体障害者手帳所持者 28 

愛の手帳所持者 112 

精神障害者保健福祉手帳所持者 15 

特殊疾病患者福祉手当受給者     1 

 

③調査基準日 

令和４年 10月１日 

 

④調査期間 

令和４年 12月１日～令和４年 12月 20日 
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⑤調査方法 

郵送配付・郵送回収方式 

 

⑥回収状況 

  配布数 有効回収数 有効回収率 

障害者 2,499通 1,311通 52.5％ 

障害児 137通 64通 46.7％ 

 

※配布数は重複して手帳等を所持されている方もいるので、上記対象者数と一致いたしません。 
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（２）日常生活について  

① 外出時に困ること 

【障害者】 

「特にない」の割合が 39.7％と最も多く、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」の割合

が 19.6％、「障害や症状が理解されにくい」の割合が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,311 ％

電車やバスの乗り降りが難しい

道路や駅に階段や段差が多い

歩道が少ない・せまい

道路や駅の表示が分かりにくい

外出先の建物の設備が使いづらい( 通路・トイレ・
エレベーター等)

外出先の建物の設備の情報がわかりにくい( 通路・
トイレ・エレベーター等)

介助してくれる人がいない

障害や症状が理解されにくい

人と話すのが難しい

道に迷う

乗車券の購入・料金の支払いが難しい

特にない

その他

無回答

14.5

19.6

12.8

3.7

8.2

7.8

3.7

19.5

13.1

5.7

8.2

39.7

6.9

7.5

0 20 40 60 80 100
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【障害児】 

「障害や症状が理解されにくい」の割合が 46.9％と最も多く、次いで「人と話すのが難し

い」の割合が 42.2％、「歩道が少ない・せまい」の割合が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 64 ％

電車やバスの乗り降りが難しい

道路や駅に階段や段差が多い

歩道が少ない・せまい

道路や駅の表示が分かりにくい

外出先の建物の設備が使いづらい( 通路・トイレ・
エレベーター等)

外出先の建物の設備の情報がわかりにくい( 通路・
トイレ・エレベーター等)

介助してくれる人がいない

障害や症状が理解されにくい

人と話すのが難しい

道に迷う

乗車券の購入・料金の支払いが難しい

特にない

その他

無回答

20.3

7.8

21.9

7.8

12.5

10.9

10.9

46.9

42.2

10.9

20.3

20.3

7.8

4.7

0 20 40 60 80 100
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４ 障害のある人を取り巻く現状と課題 

（１）障害のある人が元気に安心して暮らせるまちづくり  

相談体制・情報提供の充実について 

○障害のある人の多様なニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、相談

機関の周知・場の充実や、支援につなげる連携体制を強化し、相談体制を充

実していくことが必要です。 

○障害のある人やその家族などが、住み慣れた地域で安心して暮らし、生活

を豊かで快適なものとするためには、障害のある人が、福祉サービスや生活

に関する情報を、必要なときに手軽に入手することができるよう情報提供

に努める必要があります。 

 

権利擁護体制の確立について 

○障害者に対する権利擁護支援においては、長期にわたる意思決定支援や身

上保護、見守りが重要であり、利用者の障害特性を理解し、継続的に支援

することが求められます。 

○今後、さらに人権・権利擁護を推進していくためには、地域及び当事者の人

権・権利に対する意識啓発とともに、成年後見制度の利用を促進するため、

制度の周知とともに権利擁護を担う専門的人材の育成確保にも取り組んで

いくことが必要です。 

 

障害福祉サービスの充実について 

○福祉サービスに対する多様なニーズが見られる中、障害のある人の個々のニ

ーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、居宅介護や生活介護、短期入

所などの在宅サービスの量的・質的な充実が求められています。 
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意思疎通支援の充実について 

○視覚・聴覚障害のみならず、様々な特性や一人一人の状況、必要性に応じた、

コミュニケーション手段の確保に努めていくことが必要です。 

○近年では、情報通信技術の進展が障害者の情報収集やコミュニケーション手

段に大きな可能性を広げており、手話通訳者や要約筆記者の確保と合わせ、

情報通信機器の有効活用に向けた支援の充実を図っていくことが必要です。 

 

経済的支援の実施について 

○障害のある人が地域で安心して生活していくためには、経済的に安定して

いることが重要であり、年金や手当の適正な支給や税の減免等、諸制度の

周知を推進していく必要があります。 

 

地域の安全と災害時を想定した対応について 

○災害発生時における避難行動に支援が必要な方に対して、地域の人々が協

力して助け合う共助の推進に取り組むことで、障害者の援護体制の強化を

図っていくことが必要です。 

○今後、福祉避難拠点の整備や地域住民が主体となった避難所ごとの管理運

営体制を構築し、災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の

強化、避難生活における安全・安心の確保等に向け、地域全体で取り組んで

いくことが必要です。 
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（２）子どもの健やかな発育・発達を支援するまちづくり  

障害の早期発見と障害児の療育支援について 

○乳幼児期における健康診査等において、疾病・障害や育児困難等、子どもの

成長や発達に影響を与える事項の早期発見に努めるとともに、未受診者の

把握に努め、受診を促していくことが必要です。 

○障害のある子どもが、地域で暮らしながら専門的な療育を受けられる体制

や、障害の特性に応じた療育を実施するため、指導方法等の工夫や改善を

図っていくことが求められます。 

 

切れ目のない障害児サービスの充実について 

○障害のある子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、

保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した

支援の提供が必要となっています。 

○関係機関と連携した包括的かつ重層的な支援体制・相談体制の充実と情報共

有や、放課後等デイサービスなど障害児サービスの充実を推進していくこと

が必要です。 

 

特別支援教育・インクルーシブ教育の推進について 

○特別支援教育の視点を持つ教員を育成し個々に応じた指導と同時に、多様

な学びの場と共に学ぶ場を充実させることにより、障害の有無にかかわら

ずいきいきと学び、共に育つ場の環境整備がさらに必要となっています。 

○一人一人の状況に応じたきめ細かな保育・教育がなされるよう、より一層の

インクルーシブ教育に向け、体制の強化を図ることが必要です。 
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（３）地域の理解のもと障害のある人も 

            いきいきと参加しているまちづくり  

障害の理解と合理的配慮の推進について 

○差別解消や合理的配慮に向けた具体的な行動につながるよう、障害に関す

る正しい知識を市民の中に広げていくため、法の趣旨や障害のある人に対

する理解を深める啓発活動を進めることが必要です。 

 

社会参加の促進について 

○スポーツ・レクリエーションや文化活動は、障害のある人の生活をより豊か

にし、生きがいにつながるとともに、地域におけるさまざまな交流機会と

もなることから、能力・個性・意欲に応じて積極的に参加できる環境づくり

が必要です。 

また、芸術文化活動や余暇活動を通じた人との相互交流や障害の理解につい

て、啓発を図る必要があります。 

 

外出支援施策の推進について 

○買い物や通勤・通学、通所・通院等の日常生活だけでなく、積極的に地域活

動に参加するためには、移動手段の確保は欠かせません。また、障害のあ

る人の外出を支援するために、公共交通機関等の移動手段をより利用しや

すくする必要があります。 

 

就労の支援・促進について 

○障害者が地域で自立した生活を送るためには、就労が重要であり、働く意

欲のある障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できるよう取り

組むことが必要です。 

○一般企業による雇用の促進や就労定着に向け、就労環境の改善や企業内で

の障害への理解の促進に積極的に取り組んでいく必要があります。 
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（４）障害のある人の地域生活の基盤づくり  

日中活動の場の確保について 

○障害者が地域で自分らしく生活するため、障害者が自分の希望や状態にあ

った日中活動を選んで利用できるよう、引き続き障害福祉サービスの「日中

活動系サービス」や「地域活動支援センター」などの様々な日中活動を提供で

きるようにすることが必要です。 

 

居住の場の確保について 

○障害のある人が住み慣れた地域で安定した生活を継続するためには、障害

の状況に応じた居住の場を整えることが大切です。 

○障害のある人が望む住まい方を基本として、地域で自立し、安定した社会

生活を送り続けるための環境づくりや経済的支援を引き続き進めていかな

ければなりません。 

 

保健・医療サービスの充実について 

○保健や医療の支援が必要な障害のある人が地域で暮らし続けていくために、

保健・医療サービスと福祉サービスとの連携が必要です。 

○住み慣れた地域で安心して暮らすためには、いつでも適切な医療サービスを

受けられる体制が必要です。今後、障害者の高齢化・重度化がさらに進むと

ともに、医療的ケアが必要な児童が増えることが予測されるため、地域生

活支援拠点の整備とあわせて、保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携強

化が必要となります。 

 

地域移行・地域定着の支援と促進について 

○精神障害者の地域移行を進めていくためには、地域で医療を受けながら安

定した生活を送ることができるように、居住の確保や医師、保健師、相談

支援専門員等の連携による支援の充実を図ることが必要です。また、精神

障害のある人が地域で暮らし続けるために、状態が不安定な急性期の受入

れ対応についても検討が必要です。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

 

１ 計画の基本理念 

本市の目指すまちの姿は「人を育み 夢を育む 未来につながるまち ふっさ」を掲げ、

どのような取組においても、「ひと」、「まち」、「くらし」の視点を持ち、それぞれに

対する影響を考慮しながら、現在、そして将来の福生市に関わるものの発展と幸せに

向けてまちづくりに取り組むことを目指しています。  

障害福祉分野では、障害者（児）が希望する生活や就労ができるよう、法律や制度、

民間事業者等の状況を鑑みながら、計画的な事業展開による安定した障害福祉サービ

スや活動の場の提供を進めています。 

本計画の基本理念については、これまでの障害福祉の取り組みとの連続性、整合性

から前期計画の理念「安心・健やかに暮らせる 人にやさしいノーマライゼーション社

会の実現」を引き継ぐものとします。 

この基本理念に基づき、障害者が、住み慣れた地域や家庭の中で、明るく、充実し

た日々を送ることができ、その尊厳を保持し、心豊かな人生を過ごすことができるよ

うなまちづくりをめざします。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

  

安心・健やかに暮らせる 人にやさしい 

ノーマライゼーション社会の実現 
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 ２ 計画の基本目標 

（１）障害のある人が元気に安心して暮らせるまちづくり 

障害の種別にかかわらず、障害者が住み慣れた地域や家庭で安心して自立生活を続

けられるよう、一人ひとりの状況に応じた支援体制を整備します。 

また、権利擁護の仕組みを強化し、福祉サービスの充実を図り、福祉のまちづくり

を推進するなど、多岐にわたる生活支援策を推進します。 

さらに、障害者の地域での安全な暮らしを支援し、災害時にも適切な支援が提供で

きる体制づくりを進めます。 

 

 

（２）子どもの健やかな発育・発達を支援するまちづくり 

障害のある子どもたちが地域社会で健やかに成長し、個々の能力や個性を最大限に

発揮できるよう、障害の早期発見と早期療育の体制を強化し、障害児を支援するサー

ビスを向上させ、適切な保育施設や学校環境の整備に取り組んでいきます。 

また、障害の程度や状況に応じた個別の教育・保育を提供するため、インクルーシ

ブ教育の推進を図ります。 

 

 

（３）地域の理解のもと障害のある人もいきいきと参加している

まちづくり 

障害者が、自身の個性や能力を最大限に発揮し、社会活動に自分らしく参加できる

地域社会の構築を図ります。また、働きたいという意欲を持つ障害者が、自分に合っ
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た働き方で生きがいを感じられる環境を整え、そのための支援や定着支援を充実しま

す。さらに、障害者に対する差別や偏見をなくし、障害者に対する適切な支援を提供

し、障害の有無に関係なく、ともに安心して生活できる地域共生社会の実現を推進し

ます。 

 

 

（４）障害のある人の地域生活の基盤づくり 

障害者の地域での生活支援を強化するために、「地域活動支援センター」などの日中

活動の場の整備、グループホームなどの住居の場の確保、「生活訓練」などの多様な支

援サービスを提供し、障害者が地域社会で充実した生活を送るための基盤づくりを進

めます。 
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 ３ 計画の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安
心
・
健
や
か
に
暮
ら
せ
る 

人
に
や
さ
し
い 

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
現 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）相談体制・情報提供の充実 

４ 障害のある人の
地域生活の基盤
づくり 

（２）権利擁護体制の確立 

（３）障害福祉サービスの充実 

（４）意思疎通支援の充実 

（５）経済的支援の実施 

（６）地域の安全と災害時を想定した対応 

（１）障害の早期発見と障害児の療育支援 

（２）切れ目のない障害児サービスの充実 

（３）特別支援教育・インクルーシブ教育の推進 

（１）障害の理解と合理的配慮の推進 

（２）社会参加の促進 

（３）外出支援施策の推進 

（４）就労の支援・促進 

（１）日中活動の場の確保 

（２）居住の場の確保 

（３）保健・医療サービスの充実 

（４）地域移行・地域定着の支援と促進 

１ 障害のある人が
元気に安心して
暮らせるまちづ
くり 

２ 子どもの健やか
な発育・発達を
支援するまちづ
くり 

３ 地域の理解のも
と障害のある人
もいきいきと参
加しているまち
づくり 
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第４章    基本計画 

 

 

１ 障害のある人が元気に安心して暮らせるまちづくり 

 

（１） 相談体制・情報提供の充実 

現状と課題 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

施策の方向 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



 
31 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①継続的な相談支援
体制の充実 

担当部署が連携し、障害の有無に関わ
らず、発達の段階に応じて、特別な配
慮が必要な子どもから高齢者まで切れ
目のない継続的な相談支援体制を整備
します。 

社会福祉課 

障害福祉課 

介護福祉課 

健康課 

子ども育成課 

子ども家庭支援課 

教育支援課 

②相談支援事業の 
推進 

在宅の障害者及びその家族等の地域で
の生活を支援するため、「福生市障害者
自立生活支援センター すてっぷ」にお
ける相談支援事業の充実を図ります。 

障害福祉課 

③精神障害者相談 
支援事業の充実 

「精神障害者地域活動支援センター ハ
ッピーウイング」における相談支援事業
の充実を図ります。 

障害福祉課 

④高次脳機能障害者
相談支援の充実 

作業療法士等の有資格者による「高次脳
機能障害者支援員」を配置し、高次脳機
能障害者、その家族等への相談支援の
充実を図ります。 

障害福祉課 

⑤基幹相談支援 
センターの充実 

障害福祉に係る総合的な相談に対応す
るとともに、権利擁護、虐待防止等に
係る支援をします。また、必要に応じ
て地域の相談機関との連携、専門機関
の紹介を行い、基幹相談支援センター
の充実を図ります。 

障害福祉課 

⑥障害に配慮した 
情報提供の充実 

ＳＰコード、デイジー等により、障害
の特性に配慮した情報提供の充実に努
めます。 

全庁 

⑦障害福祉等サービス
に関する情報提供
の充実 

広報、ホームページ、ガイドブック、
情報メールを活用し、障害者が適切な
サービスを受けることができるよう情
報提供の充実に努めます。 

障害福祉課 
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２ 子どもの健やかな発育・発達を支援するまちづくり（福

生市障害児福祉計画） 

 

（１） 障害の早期発見と障害児の療養支援 

現状と課題 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

施策の方向 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①乳幼児健康診査の
実施 

乳幼児の健全な発育・発達と疾病等の早
期発見・早期治療を目指し、受診率の向
上、保健指導の内容の充実を図りなが
ら、引き続き乳幼児健康診査を実施し
ます。 

健康課 

②発育・発達支援につ
ながる連携の推進 

乳幼児健診や健診後のフォロー事業か
ら各乳幼児施設・機関までの、発育・発
達支援につながる連携を進めます。 

健康課 

子ども育成課 

子ども家庭支援課 

③臨床心理士等の 
巡回相談の実施 

臨床心理士等が保育園・幼稚園・学童ク
ラブ等を巡回訪問し、子どもの発達等
に関する問題について、保護者、職員
から直接相談を受け、個別支援から就
学支援に向けた取組を行います。 

健康課 

子ども家庭支援課 

④児童発達支援の 
実施 

未就学の障害児に対して、児童発達支
援又は医療型児童発達支援により、日
常生活における基本的な動作の指導、
知識技術の付与、集団生活への適応訓
練を行います。また、重症心身障害児
で外出が著しく困難な児童に対して
は、居宅訪問型児童発達支援により、
日常生活における基本的な動作の指導
等を行います。 

障害福祉課 

⑤教育・保育施設での 
障害児の受入れ 

幼稚園、認定こども園、保育園では、
保育士等の支援により集団生活が可能
な障害児を受け入れ、健常児とともに
幼児教育、集団保育を実施すること
で、健全な社会性の成長、発達を促進
します。また、障害児のいる保護者の
就労等を支援します。 

子ども育成課 

⑥保育所等訪問支援 
の実施 

保育所等を利用中の障害児に対して、
利用する保育所等を訪問し、集団生活
への適応のための専門的な支援を行い
ます。 

障害福祉課 

⑦学童クラブでの 
障害児の受入れ 

全ての学童クラブにおいて、指導員等
の支援により集団生活が可能で、かつ
通所することができる障害児を受け入
れ、健常児とともに育成することで、
健全な社会性の成長、発達を促進しま
す。また、障害児のいる保護者の就労
等を支援します。 

子ども育成課 

⑧放課後等デイサービ
スの実施 

学校に通学している障害児に対して、
放課後・休日や夏休み等の長期休暇中
に、生活能力向上のために必要な訓
練、社会との交流の促進等の支援を行
います。 

障害福祉課 

⑨障害児相談事業の
実施 

障害児に関する知識と経験を持つ専門
職員を地域子育て支援事業を実施する
施設等に配置し、障害児が社会で自立

健康課 

子ども育成課 



 
34 

できるよう継続的な相談や支援をしま
す。 
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【主な施策】 

施策 内容 所管課 

⑩児童館における 
障害児対象事業の 
実施 

障害児に集団で遊ぶ機会を与え、その
遊びを通して社会性の基礎を養うとと
もに、孤立しがちな保護者同士の交流
を図り、親子が共に成長できる機会を
提供します。また、兄弟姉妹への支援
も行います。 

子ども育成課 

⑪医療的ケア児に対
する支援のための
体制整備 

内容検討中 
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３ 地域の理解のもと障害のある人も 

いきいきと参加しているまちづくり 

 

（１） 障害の理解と合理的配慮の推進 

現状と課題 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

施策の方向 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①理解を深めるため
の啓発の推進 

市の広報、ホームページ、情報メール、
イベント、パンフレット等によって、
福祉情報の提供や理解の促進に努めま
す。 

障害福祉課 

②学校教育における 
福祉教育の充実 

総合的な学習の時間や特別活動でのボ
ランティア体験学習や障害者との交流
学習などを通して、福祉教育の充実に
努めます。 

教育指導課 

教育支援課 

③社会教育における 
福祉教育の充実 

「心のバリアフリー」や「互いに支え合
い、共に生きることができる社会」等の
実現を目指し、福祉教育の充実に努め
ます。 

公民館 

④障害者施設授産品 
販売の支援 

市役所内で障害者施設の授産品販売を
支援することにより、障碍者の自立を
促進します。また、障害者と健常者の
交流の機会を増やし、障害者に対する
理解を促進し、市民への普及啓発の機
会とします。 

契約管財課 

障害福祉課 
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⑤当事者会・家族会の
活動の支援 

障害者と家族が支え合い、地域で生活
する力を養えるよう、当事者会・家族会
への情報発信等により活動を支援しま
す。 

障害福祉課 

⑥「心のバリアフリ
ー」の推進 

内容検討中  

 

 

 

４ 障害のある人の地域生活の基盤づくり 

 

（１） 日中活動の場の確保 

現状と課題 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

施策の方向 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①生活介護の実施 

常に介護を必要とする方に、昼間、入
浴、排泄、食事の介護などを行うとと
もに、創作的活動又は生産活動の機会
を提供します。 

障害福祉課 
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②就労継続支援の 
実施 

一般企業への就労が難しい方に、働く
場を提供するとともに、知識及び能力
の向上のために必要な訓練を行いま
す。 

障害福祉課 

③日中一時支援の 
実施 

介護者が緊急、その他やむを得ない理
由により介護できないときに、障害者
の日中における活動の場の確保及び一
時的な介護の支援を行います。 

障害福祉課 

④地域活動支援セン
ター事業の実施 

創作的活動又は生産活動の機会の提
供、社会との交流等を行い、地域での
自立した生活の支援と社会参加の促進
を図ります。 

障害福祉課 

 


